
○悪臭防止法規制地域

１、敷地境界線における規制基準（２２物質） ２、煙突等の排出口における規制基準（１３物質）

特定悪臭物質 Ａ 区 域 Ｂ 区 域 Ｃ 区 域

アンモニア 1 1 2
メチルメルカプタン 0.002 0.002 0.004
硫化水素 0.02 0.02 0.06
硫化メチル 0.01 0.01 0.05
二硫化メチル 0.009 0.009 0.03
トリメチルアミン 0.005 0.005 0.02
アセトアルデヒド 0.05 0.05 0.1
プロピオンアルデヒド 0.05 0.05 0.1 ３、排出水中の規制基準（４物質）
ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.009 0.03
イソブチルアルデヒド 0.02 0.02 0.07 Ａ 区 域 Ｂ 区 域 Ｃ 区 域

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.009 0.02 0.001以下 0.03 0.03 0.06
イソバレルアルデヒド 0.003 0.003 0.006 0.001を超え0.1以下 0.007 0.007 0.01
イソブタノール 0.9 0.9 4 0.1を超過 0.002 0.002 0.003
酢酸エチル 3 3 7 0.001以下 0.1 0.1 0.3
メチルイソブチルケトン 1 1 3 0.001を超え0.1以下 0.02 0.02 0.07
トルエン 10 10 30 0.1を超過 0.005 0.005 0.02
スチレン 0.4 0.4 0.8 0.001以下 0.3 0.3 2
キシレン 1 1 2 0.001を超え0.1以下 0.07 0.07 0.3
プロピオン酸 0.03 0.07 0.07 0.1を超過 0.01 0.01 0.07
ノルマル酪酸 0.001 0.002 0.002 0.001以下 0.6 0.6 2
ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.002 0.001を超え0.1以下 0.1 0.1 0.4
イソ吉草酸 0.001 0.004 0.004 0.1を超過 0.03 0.03 0.09

注：草加市及び八潮市については、全域にＡ区域の規制基準を適用する。

注：独自の基準を設けている地域につきましては、各市町村のホームページをご覧ください。

硫化メチル

二硫化メチル

　次の物質について設定されます。

　基準は、敷地境界線の基準を用いて、悪臭防止法施行規則
第３条に定める換算式により算出します。

アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノル
マルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデ
ヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソ
ブチルケトン、トルエン、キシレン

特定悪臭物質
排出水の流量

（ｍ３／ｓ）

排出水中の濃度（ｍｇ／ｌ）

悪 臭 防 止 法 （ 物 質 濃 度 規 制 ） に つ い て

メチルメルカプタン

硫化水素

単位：ｐｐｍ 

三芳町 
三郷市 

松伏町 

越谷市 

春日部市 

八潮市 

吉川市 

さいたま市 

川口市 草加市 

毛呂山町 

飯能市 

ふじみ野市 

所沢市 

上尾市 

鶴ヶ島市 

日高市 

新座市 

戸田市 

志木市 
富士見市 

和光市 

朝霞市 
蕨市 

坂戸市 
川島町 

嵐山町 

川越市 

入間市 

狭山市 

横瀬町 

秩父市 

蓮田市 
伊奈町 

白岡町 
宮代町 

杉戸町 

幸手市 
久喜市 

加須市 

羽生市 

鴻巣市 

北本市 

桶川市 

行田市 

熊谷市 

東松山市 

鳩山町 

越生町 

ときがわ町 

小川町 
東秩父村 

吉見町 

滑川町 

寄居町 

深谷市 本庄市 

上里町 

美里町 

長瀞町 

皆野町 

神川町 

小鹿野町 

Ａ区域：（Ｂ区域・Ｃ区域以外の区域） 

Ｂ区域：（農業振興地域） 

Ｃ区域：（工業地域・工業専用地域） 

臭気指数規制（基準値２）  

物質濃度規制 

未規制地域 

臭気指数規制（基準値１） 

臭気指数規制（独自基準） 


